
平成２１年４月２８日

沖 縄 総 合 事 務 局

開 発 建 設 部

沖縄総合事務開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会規約の公表について

概要

開発建設部においては、平成２０年度まで、工事とプロポーザル業務については、総

合評価審査委員会にて、審査を行ってきましたが、平成２１年度の業務発注においては、

土木関係の建設コンサルタント業務のプロポーザル方式及び総合評価落札方式での発注

案件は、新たに、第３者機関によるチェックが必要となり、平成２１年３月末までは、

総合評価審査委員会の下部組織である建設コンサルタント業務審査部会にて審査を行っ

ていたところであるが、平成２１年４月より、沖縄総合事務局開発建設部建設コンサル

タント業務審査委員会(別紙)を設置し、対応することとしたものである。

また、委員については以下のとおりである。

委員長 原 久夫 （琉球大学工学部環境建設工学科准教授）

委員 渡嘉敷 直彦（琉球大学工学部環境建設工学科講師）

委員 下 里 哲弘（琉球大学工学部環境建設工学科）



（別紙）

沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会規約

（名称）

第１条 本会は、沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会（以下

「委員会」という）と称する。

（目的）

第２条 委員会は、開発建設部（本局及び各事務所）が発注する土木関係の建設コンサ

ルタント業務において、プロポーザル方式、又は総合評価落札方式により発注されるも

のについて、技術提案等に関する審査及び評価等を中立かつ公正に行うとともに、契約

方式の妥当性の確認を行うことを目的とする。

（委員会の業務）

第３条 委員会は、次の業務を実施する。

一 開発建設部（本局及び各事務所）が発注する土木関係の建設コンサルタント業務

における、プロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用方法及び契約方式の妥

当性に関すること。

二 プロポーザル方式適用業務における、評価項目及び評価基準の審査、並びに技術

提案の審査及び評価に関すること。

三 総合評価落札方式のうち標準型を適用する業務における、評価項目及び評価基準

の審査、並びに技術提案の審査及び評価に関すること。

四 その他委員長が必要と認める事項。

（委員会の委員及び組織）

第４条 委員は、公正中立的な立場で、客観的に審査及び評価等の業務を適切に行うこ

とができる学識経験等を有する者のうちから、局長が委嘱する。

２．委員会は、委員３人で組織する。

３．委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

４．委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

５．委員は、再任されることができる。

６．委員は、原則として非常勤とする。

７．委員の氏名及び職業を、毎年度当初の委員会開催後、遅滞なく公表するものとす

る。また、年度途中で委員が交代した場合は、直近の委員会の開催後に、委員の氏

名及び職業を公表する。

８．委員は、第３条の業務に関し、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある議

事に加わることはできない。



（会議）

第５条 委員長は、委員会を統括する。

２．委員会は、事務局の要請に基づき開催する。

３．委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

４．会議は、非公開とする。

５．欠席した委員には、後日、委員会の審議結果を報告する。

６．委員長に事故等がある場合は、委員長が指名する委員がその職務を代行する。

（審議結果）

第６条 委員会の審議結果については、当該業務の契約完了後、遅滞なくこれを公表す

るものとする。

２．委員会の審議内容等について、当該事務を処理する上で知り得た秘密を他の者に

漏らしてはならない。

（事務局）

第７条 委員会の事務局は、次のとおりとする。

建設系 港湾空港系

事務局 開発建設部技術管理課 開発建設部港湾空港建設課

付則１．この規約は、平成２１年４月１日から施行する。


